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保育所等の認可及び利用定員の設定について 

 

１ 第２期宇都宮市子ども・子育て支援事業計画について 

 

 （１）計画期間 

令和２年度～令和６年度 

 

（２）供給体制確保の目標 

  年間を通した待機児童ゼロの継続的な実現を目指す。 

 

（３）提供区域 

利用者の移動範囲等を踏まえた施設利用実態を捉えており，区域の需給

管理や供給体制の確保が行いやすい区域設定であることから，次の５区域

により，教育・保育の需給管理行うこととしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）供給体制確保の目標量 

・年間を通した待機児童ゼロの継続的な実現を目指すため，全市的な需給計

画として，２号，３号認定子ども計７１７人分の供給体制を確保する。 
 
【参考】各区域ごとの計画最終年までの確保方策の差 
区分 年度 中央部 北東部 北西部 東部 南部 合計 

２号 

Ｒ２ １，３６９ １，１６１ ６１４ ６６５ １，５７３ ５，３８２ 

Ｒ６ １，４１７ １，１６１ ６４４ ７８５ １，７２０ ５，７２７ 

差 ４８ ０ ３０ １２０ １４７ ３４５ 

３号 

Ｒ２ １，１０９ ８３４ ４６０ ５３９ １，２２９ ４，１７１ 

Ｒ６ １，１０９ ８３４ ４９０ ６８９ １，４２１ ４，５４３ 

差 ０ ０ ３０ １５０ １９２ ３７２ 

資 料 ４ 

北 西 部

北 東 部

中央部

東 部

南 部

供給体制 

確保目標 

合計 ７１７ 



2 

 

（５） 整備計画に対する確保量について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（※参考）保育所等の認可までの手続き 

手続き 内容 

事業者の公募 第２期宇都宮市子ども・子育て支援事業計画に基づき，供給

体制の確保に資する整備を行う保育事業者を公募する。 

審査 一次審査：庁内関係部署が所管法令の適合状況を確認する。 

二次審査：学識者や施設長経験者等の外部専門委員により，

代表者等の適性，事業の実施方針，保育計画等を評価する。 

宇都宮市児童福祉施設

事業者選定委員会 
上記審査の結果を踏まえて，認可事業者・認可施設としての

適否を庁内関係部署の合議により判断する。 

子ども・子育て会議 支援事業計画に基づく供給体制の確保方策として，認可する

施設の区域・定員等が適切か，ご意見を伺う（児童福祉法等）。 

認可 申請を受け，本市条例等の基準に合致していることを確認の

うえ，認可する。 

 

①計画に位置付けた確保量 ４８ ０ ４８

②既に開所している確保量 ５２ ８ ６０

③既に整備事業者として選定している確保量 ４１ ３０ ７１

④今後，必要な確保量（①－②＋③） ０ ０ ０

①計画に位置付けた確保量 ３０ ３０ ６０

②既に開所している確保量 ０ ０ ０

③既に整備事業者として選定している確保量 ６８ ３６ １０４

④今後，必要な確保量（①－②＋③） ０ ０ ０

①計画に位置付けた確保量 １２０ １５０ ２７０

②既に開所している確保量 ０ ０ ０

③既に整備事業者として選定している確保量 １４０ １２０ ２６０

④今後，必要な確保量（①－②＋③） ０ ０ ０

①計画に位置付けた確保量 １４７ １９２ ３３９

②既に開所している確保量 １８３ ９４ ２７７

③既に整備事業者として選定している確保量 ９０ ５９ １４９

④今後，必要な確保量（①－②＋③） ０ ３９ ３９

①計画に位置付けた確保量 ３４５ ３７２ ７１７

②既に開所している確保量 ２３５ １０２ ３３７

③既に整備事業者として選定している確保量 ３３９ ２４５ ５８４

④今後，必要な確保量 ０ ３９ ３９

北西部

東　部

南　部

区域計

区　域
確　保　量

（利用定員の数）
２号 ３号 計

中央部

手
続
き
の
流
れ 

※1 利用定員…子ども・子育て支援法第２７条第１項の確認において児童数を定め，給付費の 
単価水準を決めるもの保 

※2 必要数を確保済の場合は０と表記  
※3  １５０名の受け入れが可能 
※4-1令和４年４月開所予定 
※4-2令和４年７月開所予定 
※5  令和３年７月に公募を実施し，令和３年９月に事業者選定予定 
（幼保連携型認定こども園，地域型保育事業）地 

 

※5 

※2 

※1 

※3 

（令和３年７月末時点） 

※2 

※2 

※2 

※2 

※4-1 

※4-1 

※4-1 

※4-2 
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２ 保育所等の認可について 

 

（１）認可について 

令和４年４月に開所を予定している下記の教育・保育施設に関して，「宇

都宮市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例」並びに関係

法令等と整合していることを確認した。 

 

（２）概要 

ア 東部ひよこ保育園（仮）（令和４年４月開所予定） 

施設名称 

施設所在地 

東部ひよこ保育園  

宇都宮市上籠谷町 1346－1【東部区域】 

法

人

情

報 

法人名 特定非営利法人パパママおうえん隊 

主な 

事業 

内容 

ひよこ保育園（小規模保育事業）運営 

認可定員 １５１名 

 

【年齢別内訳】 

0 歳 1 歳 2 歳 3 歳 4 歳 5 歳 

25 名 25 名 25 名 25 名 25 名 26 名 

 

【認定別内訳】 

２号認定 3 歳:25 名, 4 歳:25 名, 5 歳:26 名 計 76 名 

３号認定 0 歳:25 名, 1 歳:25 名，2歳:25 名 計 75 名 
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施設設備，運

営関係につ

いて 

【建物の構造】 

木造 ２階建  

 ※位置図，平面図は「参考資料４－１」参照 

 

【保育室等面積】 

○ 乳児室及びほふく室  

設備面積 基準面積 

173.6 ㎡ 165 ㎡ 

  

○ 2 歳児～5歳児保育室  

設備面積 基準面積 

216.83 ㎡ 199.98 ㎡ 

 

○ 屋外遊戯場  

設備面積 基準面積 

1,060.38 ㎡ 333.3 ㎡ 

  

【職員体制】  

 ○ 0 歳児，1歳児  

配置予定 基準人員 

保育士 12 名以上(※) 12 名 

 

○ 2 歳児～5歳児  

配置予定 基準人員 

保育士 7名以上(※) 7 名 

※法人職員活用の他，今後採用予定 

基準との総

合的な適合

状況 

適合 
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イ あいせんの森保育園（仮）（令和４年４月開所予定） 

施設名称 

施設所在地 

あいせんの森保育園 

宇都宮市道場宿町７９９番１ 【東部区域】 

法

人

情

報 

法人名 社会福祉法人 ともに（令和３年６月２８日設立） 

主な 

事業 

内容 

なし 

認可定員 １４０名 

【年齢別内訳】 

0 歳 1 歳 2 歳 3 歳 4 歳 5 歳 

21 名 21 名 24 名 24 名 25 名 25 名 

 

【認定別内訳】 

２号認定 3 歳:24 名, 4 歳:25 名, 5 歳:25 名 計 74 名 

３号認定 0 歳:21 名, 1 歳:21 名，2歳:24 名 計 66 名 

  

施設設備，運

営関係につい

て 

【建物の構造】 

木造 2 階建 準耐火建築物 

※位置図，平面図は「参考資料４－２」参照 

【保育室等面積】 

○ 乳児室及びほふく室 

設備面積 基準面積 

194.51 ㎡ 138.6 ㎡ 

 

○ 2～5 歳児保育室 

設備面積 基準面積 

214.96 ㎡ 194.04 ㎡ 
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○ 屋外遊戯場  

設備面積 基準面積 

2,069.24 ㎡ 323.40 ㎡ 

 

【職員体制】  

○ 0 歳児，1 歳児  

配置予定 基準人員 

保育士 14 名（※） 11 名 

 

○ 2 歳児～5 歳児  

配置予定 基準人員 

保育士 8名（※） 7 名 

※今後採用予定 

基準との総

合的な適合

状況 

適合 

 

 


